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「広島みどり信用金庫 通帳レス口座」に関する特約 新旧対照表 （下線部が改定箇所） 

改 定 前 改 定 後 

（新設） 

９．（通帳レス口座の解約） 

（省略） 

１０．（特約の変更） 

（省略） 

以上 

（令和３年６月２０日現在） 

９．（『通帳アプリ』による定期預金取引に関する注意事項） 

（１）『通帳アプリ』により当金庫所定の定期預金取引を行うことができます。

定期預金口座開設、新約及び預入については、『通帳アプリ』に通帳レス

口座として登録されている普通預金口座を総合口座（以下「登録総合口

座（普通預金）」という。）とする場合に受け付けます。 

（２）『通帳アプリ』にて開設した定期預金口座については、当金庫が特に定

める場合を除き、登録総合口座（普通預金）のお取引店とし、届出印鑑

は登録総合口座（普通預金）の届出印鑑と共通とします。 

（３）『通帳アプリ』における定期預金の解約の場合、元金と利息を登録総合

口座（普通預金）へ振り替えます。 

（４）定期預金の預入れ・解約の取消を行う場合は、店頭での手続きが必要に

なりますので、店頭にてお申し出ください。 

１０．（通帳レス口座の解約） 

（省略） 

１１．（特約の変更） 

（省略） 

以上 

（令和４年１２月１９日現在） 
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「アプリ利用規約（「しんきん通帳利用規約」）」新旧対照表  

改      定     前 改      定     後 

しんきん通帳利用規約（以下、「本規約」といいます。）は、「しんきん通帳」を利

用する場合の取扱いを明記したものです。 

第１条【サービス内容等】 

１．サービス内容 

「しんきん通帳」（以下、「本アプリ」といいます）は、しんきん共同センター

加盟信用金庫のスマートフォン専用アプリで、本アプリに登録する信用金庫（以

下、「登録信用金庫」といいます）所定の口座情報等の閲覧および登録信用金庫

の定めに応じて定期預金取引、各種申込を行うことができるサービスです。 

 

 

（省 略） 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

しんきん通帳利用規約（以下、「本規約」といいます。）は、「しんきん通帳」を利

用する場合の取扱いを明記したものです。 

第１条【サービス内容等】 

１．サービス内容 

「しんきん通帳」（以下、「本アプリ」といいます）は、しんきん共同センター

加盟信用金庫のスマートフォン専用アプリで、本アプリに登録する信用金庫（以

下、「登録信用金庫」といいます）所定の口座情報等の閲覧および登録信用金庫

の定めに応じて定期預金取引、各種申込等を行うことができるサービスです。 

 

 

（省 略） 

 

７．各種申込機能 

本アプリでは、登録信用金庫の定めに応じて以下の手続きの申込みができます。

各種申込機能を利用するには、口座情報の登録および本人認証のためログインパ

スワードの入力が必要となります。 

（１）喪失届 

登録口座の通帳・キャッシュカードを紛失された場合、取引を一時的に停止する

ことができます。 

（２）住所変更届 

登録住所・電話番号について、その変更を届け出ることができます。お客さまの

本人確認資料として運転免許証またはマイナンバーカードを撮影してお送りい

ただきます。撮影したデータは当申込以外に利用いたしません。 

 

 

８．定期的なお客さま情報の確認 

本アプリでは、登録信用金庫の定めに応じて、「犯罪収益移転防止法」および

金融庁「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」

に基づき、お取引に必要なお客さまに関する情報やお取引の目的などに対する定

期的な確認を行います。 
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改      定     前 改      定     後 

７．規約への同意 

 

（略） 

 

以上 

（令和４年３月２０日現在） 

９．規約への同意 

 

（略） 

 

以上 

（令和４年１２月１９日現在） 

 


